
＜図 2＞ GAFA 批判される取引行為の例 

 

 

 ・検索エンジンで自社のコンテンツを優遇 

 （買収を拒否する場合は検索から排除） 

 ・検索エンジンで自社の広告主を優遇 

 （検索上位に持っていく） 

 

 ・アップストア（アプリ運営のマーケット）で 

 販売・サービス商品にアップルが支払額の 

 30％を徴収（“アップル税”） 

 

 ・手ごわい競争相手となりそうな新興アプリ 

 開発業者に対し FBにコピーされるか買収に 

 応じるか式の強硬姿勢で買収（インスタグラ 

 ムなど） 

 ・SNSの個人情報から好みや関心を探ってタ 

 ーゲッティング広告で収益 

 

 ・アマゾンのマーケットの出店者はアマゾンの 

 物流サービス（FBA）を使うと検索表示が有 

 利となる 

 ・出店者の売れ筋情報を自社の商品・サービス 

 の開発・販売に使う 
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